
 

－ 46 － 

車体の形状 構   造   要   件 留意事項 

車いす移動

車 

車いすに着座した状態で乗降でき、かつ、車いすを固

定することにより、専ら車いす利用者の移動の用に供す

る自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満

足しているものをいう。 

なお、特種な目的に使用するための床面積を算定する

ための設備には、車いすの利用者１人につき介護人１人

までの乗車設備を含めることができる。この場合におけ

る介護人の乗車設備は、車いすの近くに設けられている

こと。 

また、用途区分通達４－１(3)の規定は、本車体の形

状には適用しないものとする。 

１ 車室には、車いすを確実に車体に固定することがで

きる装置を有すること。 

２ 車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフ

トゲート等の装置を有すること。 

３ 車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗

車を確保できるよう、必要な空間を有すること。 

４ 車いすに車いす利用者が着座した状態で、容易に乗

降できる適当な寸法を有する乗降口を１ヶ所以上設け

られていること。 

５ ４の乗降口から１の車いす固定装置に至るための適

当な寸法を有する通路を有すること。 

６ 車いす利用者の安全を確保するため、車いす利用者

が装着することができる座席ベルト等の安全装備を有

すること。 

７ 物品積載設備を有していないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・車いすの利用者

は乗車定員とし

て算定するもの

とする。 

・折りたたみ式座

席等を設けてい

る場所に設けら

れた車いす固定

装置は、特種な

目的に使用する

ための床面積を

算定するための

設備に含まない

ものとする。 


